
３ 月27日、 参議院労働委員会で日本共産党の小池晃議員は、 ＱＣ など の小

集団活動を労働時間と し て認める よ う 厚労省の姿勢をただし ま し た 。 ト ヨ タ

過労死裁判で、 国は「 小集団活動、 創意く ふう 提案、 ＱＣ サーク ルなど は業

務と 評価すべき でない。 労働時間から 除外すべき だ 」 と 主張し ていま し た 。

し かし 、 名古屋地裁は「 業務と 判断する 」 と の判決を く だし 、 過労死を認め

たのです。 国は控訴せず、 こ れを是認し ま し た 。

「ルール変更されるか不明」と反省のないトヨタ
と こ ろ が、 ト ヨ タ は「 自主活動に対するルールが変更さ れるかど う かは不

明」 と し て 、 判決後もＱＣ 活動など を労働時間と 認めよ う と し ま せん。 小池

議員は、 労災の判断だけでなく 、 労働時間の算定にも こ の基準を適用する よ

う 求めま し た。

舛添厚労相は判決を引用し て 「 指揮命令下にあっ て業務命令が下さ れたと 考えら れる 可能性がある と

き は労働時間と し て算定する 。 判決の趣旨に沿っ て労働基準行政を 行っ ていき たい」 と 答えま し た 。 こ

れは直接業務命令がなく ても 、 上司が在社し ていて、 命令が下さ れる可能性があるだけで労働時間と み

なさ れる と いう こ と です。 こ の答弁によ り 、 ほと んど の小集団活動が労働時間と 見なさ れ、 企業は時間

外手当を払わなければなら なく なり ま す。

誰もが安心して働けるルールを
日本共産党愛知県委員会は、 政府交渉を おこ ない

「 ＱＣ 活動を 時間外と みなす根拠に なっ ている 通達

（ 1951年） を 廃止し 、 すべて時間外労働に あたる こ

と を 明記し た 新たな通達を 出すこ と 。 企業に は、 不

払い労働の賃金を 支払う よ う 指導を 」 と 申し 入れま

し た。

こ れに対し 、 厚労省は「 今回の判決で示さ れた こ

と を 基本と し て今後考えていき たい 。 ト ヨ タ 自動車

が改善姿勢を し めさ ないこ と については今後検討し ていき たい」 と 答えま し た 。 日本共産党は、 誰もが

安心し て働ける ルールを つ く る よ う 全力でがんばり ま す。
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